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平成２６年（ワ）第７５２７号 著作権確認等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２７年３月６日  

判         決 

当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり 

主         文 

１ 被告Ａ及び被告Ｂは，原告に対し，連帯して２２万円及びうち１１万円に対

する平成２４年３月３１日から，うち１１万円に対する同年５月３１日から各

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 被告学会は，別紙ウェブサイト目録記載２のウェブサイトから別紙論文目録

記載３の論文を削除せよ。 

３ 原告の被告Ａ，被告Ｂ及び被告学会に対するその余の請求並びに被告学園に

対する請求をいずれも棄却する。 

 ４ 訴訟費用は，原告に生じた費用の４０分の１と被告Ａ及び被告Ｂに生じた費

用の１５分の１を同被告らの連帯負担とし，原告に生じた費用の７分の１と被

告学会に生じた費用の８分の３を同被告の負担とし，その余を全部原告の負担

とする。 

 ５ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求  

１  被告Ａ，被告Ｂ及び被告学園は，原告に対し，連帯して３３０万円及びうち

２２０万円に対する平成２４年３月３１日から，うち１１０万円に対する同年

５月３１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 被告Ａ及び被告学園は，原告に対し，連帯して２２０万円及びうち１１０万

円に対する平成２３年３月３１日から，うち５５万円に対する平成２４年３月

３１日から，うち５５万円に対する同年５月３１日から各支払済みまで年５分

の割合による金員を支払え。 



   

2 

３ 被告Ａ及び被告Ｂは，別紙謝罪広告目録〈略〉記載第２の要領をもって，同

目録記載第１の謝罪広告を各１回掲載せよ。 

４ 被告学会は，別紙ウェブサイト目録〈略〉記載の各ウェブサイトから別紙論

文目録記載３の論文及びその著作者名の表示を削除せよ。 

５ 被告学会と原告との間で，原告が別紙論文目録記載１の論文の著作権を有す

ることを確認する。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は，別紙論文目録記載１の論文（以下「原告論文」という。）の著作者

である原告が，被告Ｂが単独又は被告Ａと共同で執筆した別紙論文目録記載２

ないし４の各論文及び訴外Ｃが執筆した論文（以下「Ｃ論文」という。）の中

にそれぞれ原告論文の記述とほぼ同一の記述があることを前提に，これらが原

告論文に係る原告の著作権（複製権又は翻案権）及び著作者人格権（同一性保

持権及び氏名表示権）を侵害する不法行為であり，また，学術論文を他人に盗

用・剽窃されない利益を侵害する一般不法行為（民法７０９条）を構成し，被

告Ａが勤める大学院を運営する被告学園は被告Ａの各不法行為について使用者

責任（同法７１５条１項）を負うと主張して，被告Ｂ及び被告Ａに対しては，

別紙論文目録記載２ないし４の各論文による著作権侵害及び著作者人格権侵害

の共同不法行為に基づき，被告学園に対しては，その使用者責任に基づき，慰

謝料及び弁護士費用として３３０万円及びこれに対する各不法行為の日から民

法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め〔請求の趣旨１項〕，

また，被告Ａに対しては，別紙論文目録記載２及び３の各論文による学術論文

を盗用・剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為並びにＣ論文による著作

権侵害及び著作者人格権侵害に係るＣとの共同不法行為に基づき，被告学園に

対しては，その使用者責任に基づき，慰謝料及び弁護士費用として２２０万円

及び各不法行為の日から民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払

を求め〔請求の趣旨２項〕，さらに，被告Ｂ及び被告Ａに対して，著作者人格
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権侵害に基づく名誉回復措置請求（著作権法１１５条）として謝罪広告の掲載

を求め〔請求の趣旨３項〕，このほか，被告学会に対しては，同被告の運営す

るウェブサイト上での別紙論文目録記載３の論文及びその著作者名の掲載が原

告論文に係る公衆送信権及び氏名表示権を侵害すると主張して，著作権法１１

２条１項に基づき同ウェブサイト上からの論文及び著作者名表示の削除を求め

る〔請求の趣旨４項〕とともに，原告論文の著作権についての被告学会への譲

渡契約を同被告の債務不履行に基づき解除したと主張して，これを争う被告学

会との間で，原告が原告論文の著作権を有することの確認を求める〔請求の趣

旨５項〕事案である。 

２ 前提事実（証拠等〈略〉を掲げていない事実は当事者間に争いがない。） 

(1) 当事者 

ア 原告は，＊＊大学＊＊学科において教授の職にある者であり，専門分野

は知的財産法（特に著作権法）の研究である。 

イ 被告Ａ（以下，被告Ａと被告Ｂを併せて「被告Ａら」ということがある。）

は，＊＊大学大学院（以下「本件大学院」という。）＊＊研究科において

教授の職にある者であり，現在の研究分野は，情報技術（ＩＴ）分野にお

ける技術標準化と知的財産の関係に関する研究である。 

  被告Ａは，同研究科において，Ｃ及び被告Ｂの指導教授であった。 

ウ 被告Ｂは，本件大学院＊＊研究科の専門職学位課程を平成２４年３月に

修了して，専門職学位を取得した者である。同研究科在学中，被告Ｂは，

被告Ａを指導教授として研究を行っていた。 

エ 被告学園は，専門職大学院である本件大学院を設置・運営する学校法人

である。 

オ 被告学会は，情報処理関連技術の研究・調査及び研究・調査に関する成

果発表などの事業を行う一般社団法人である。 

  (2) 原告論文 
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   ア 原告論文は，平成１９年９月に被告学会の研究報告として初めて公表さ

れ（当時の表題は「ＩＰマルチキャスト放送をめぐる著作権法上の問題」。），

その後，公益社団法人電気通信普及財団発行の研究調査報告書第２２号（同

年１２月発行）に掲載されたほか，同財団のウェブサイト上でも公開され

ている（表題は「通信と放送の融合に伴う著作権問題の研究」）。 

     原告論文の中には，別紙著作物対照表の「原告論文」欄記載の二つの記

述（以下，「表現１」欄の記述を「原告表現１」，「表現２」欄の記述を

「原告表現２」といい，これらを併せて「原告各表現」という。）がある。 

イ 原告は，原告論文を被告学会の研究報告として公表するに先立ち，平成

１９年８月２２日付け著作権譲渡契約書を作成し，被告学会の著作権規程

（以下「本件著作権規程」という。）第２条１項に基づいて，原告論文の

著作権を被告学会に譲渡した（以下「本件著作権譲渡契約」という。）。 

  なお，本件著作権規程第２条１項は，「本学会に投稿される論文等に関

する国内外の一切の著作権（日本国著作権法第２１条から第２８条までに

規定するすべての権利を含む。以下同じ。）は本学会に最終原稿が投稿さ

れた時点から原則として本学会に帰属する。」と定めている。 

ウ 原告は，被告Ａらの論文等により原告論文の著作権が侵害されていると

考え，被告学会に対し，平成２４年４月２４付け書面で，本件著作権規程

の前文及び第７条１項に基づく被告学会の義務の履行を催告し，その後平

成２５年８月６日付け文書により，被告学会の同義務に係る債務不履行を

理由として本件著作権譲渡契約を解除する旨の意思表示をした。 

  本件訴訟において，原告は，上記解除を前提に，原告論文の著作権が原

告に帰属すると主張し，一方，被告学会は，債務不履行が存在しないとし

て同解除の有効性を争い，同著作権が被告学会に帰属すると主張している。 

(3) Ｃ論文 

 Ｃは，平成２３年３月，本件大学院＊＊研究科の専門職学位課程を修了し，
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専門職学位を取得した。Ｃは，遅くとも同月までに，同課程において，必修

科目の単位認定のために，「通信と放送の融合に向けた知的財産および関係

法整備の研究」と題する特別研究論文（Ｃ論文）を執筆した。Ｃ論文は，被

告Ａが主査となって審査された。 

(4) 被告Ｂ及び被告Ａの論文 

 ア 被告Ｂは，遅くとも平成２４年３月までに，本件大学院＊＊研究科の専

門職学位課程の必修科目の単位認定のために，別紙論文目録記載４の特別

研究論文（以下「被告Ｂ論文」という。）を執筆した。被告Ｂ論文は，被

告Ａが主査となって審査された。 

   被告Ｂ論文には，別紙著作物対照表の「被告ら共著論文」・「表現２」

欄の記述（以下「被告表現２」という。）と同じ記述が含まれている。 

   なお，被告Ｂ論文は，本件大学院に提出されたものであるが，その後，

公表はされていない。 

 イ 被告Ａ及び被告Ｂは，別紙論文目録記載２の研究報告（以下「被告ら共

著論文１」という。）を共著として執筆し，平成２４年３月発行の「信学

技報」（一般社団法人電子情報通信学会発行）に掲載する方法で公表した。 

     被告ら共著論文１には，別紙著作物対照表のとおり，被告表現２に当た

る記述が含まれている。 

ウ 被告Ａ及び被告Ｂは，別紙論文目録記載３の研究報告（以下「被告ら共

著論文２」という。また，被告ら共著論文１及び２を併せて「被告ら各共

著論文」ということがあり，被告Ｂ論文及び被告ら各共著論文を併せて「被

告ら論文」ということがある。）を共著として執筆した。被告ら共著論文

２は，平成２４年５月発行の「信学技報」に掲載されて公表された。 

     被告ら共著論文２には，別紙著作物対照表の「被告ら共著論文」・「表

現１」欄の記述（以下，同記述を「被告表現１」といい，被告表現１及び

２を併せて「被告各表現」という。）が含まれている。 
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  また，被告学会が運営する「電子図書館」のウェブサイト上では，別紙

ウェブサイト目録記載１のウェブサイトに，被告ら共著論文２の「著作者」

として，被告Ａ及び被告Ｂの氏名（英字表記を含む。）が表示されており，

同目録記載２のウェブサイトに，被告ら共著論文２の本文が掲載されてい

る。 

 ３ 争点 

  (1) 本件著作権譲渡契約の解除の可否 

(2) 被告ら論文につき 

ア 複製権又は翻案権の侵害の成否 

イ 同一性保持権侵害の成否 

ウ 氏名表示権侵害の成否 

エ 被告Ｂの損害賠償義務の有無及びその額 

オ 被告Ａの損害賠償義務の有無及びその額 

カ 被告ら共著論文２に係る削除請求の可否 

キ 謝罪広告の要否 

  (3) Ｃ論文による著作権及び著作者人格権の侵害に基づく被告Ａの損害賠償義

務の有無及びその額 

(4) 学術論文を盗用・剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為の成否 

  (5) 被告学園の使用者責任の有無 

第３ 争点に関する当事者の主張 

 １ 争点(1)（本件著作権譲渡契約の解除の可否）について 

 〔原告の主張〕 

(1) 原告論文の著作権は，本件著作権譲渡契約により原告から被告学会に移転

したが，被告学会の以下の債務不履行により本件著作権譲渡契約を解除した

ため，原告がその著作権を有している。 

被告学会は，本件著作権規程の前文及び第７条１項に基づき，原告論文の
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著作権について第三者による侵害があった場合には，著作者である原告と協

議の上，原告が損害を被らないよう対処する義務，具体的には，当該第三者

と協議を行う義務及び同協議により侵害状態が解消されない場合には当該第

三者に対して訴訟を提起するなどして法的に侵害状態を解消する義務を負っ

ていた。 

それにもかかわらず，被告学会は，被告Ａに対し，適切な対処をしなかっ

た。すなわち，被告学会は，平成２４年７月において，被告ら各共著論文が

原告の著作権を侵害するものであると認めたにもかかわらず，被告ら共著論

文２の掲載部分に「Ｒｅｔｒａｃｔｅｄ」（撤回）との透かしを入れる対応

を検討するというのみで，被告学会や被告Ａによる撤回理由及び謝罪文の掲

載については一貫して消極的な姿勢を示していた。そこで，原告は，このよ

うな被告学会の対応では著作権侵害に対する是正措置として不適切・不十分

であると判断し，本件著作権譲渡契約を解除して，原告自ら被告Ａらに対し

て権利侵害の是正を求めていくことにしたものである。 

    被告学会は，平成２５年８月６日までの時点で，被告Ａらの行為について

特に問題として取り上げるつもりがない旨回答したから，被告学会が上記義

務を履行していなかったのは明らかである。 

  (2) なお，本件著作権規程第２条１項は，被告学会に投稿された論文の著作者

から著作権を強制的に奪う内容となっているから，かかる規程が有効である

とされるためには，被告学会が上記義務を負っていると解さなければ，論文

の著作者が十分保護されない結果となり，著しく不合理である。また，被告

学会が被告Ａらに対して何ら法的手段をとらない姿勢を示している以上，本

件著作権譲渡契約を解除して，原告が自ら権利行使することを認める必要が

ある。 

〔被告らの主張〕 

 (1) 原告が債務不履行を理由に本件著作権譲渡契約を解除する旨の意思表示を
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したことは認めるが，被告学会には何ら債務不履行がないから，原告による

解除は無効である。 

よって，原告論文の著作権は，被告学会に帰属する。 

 (2) そもそも被告学会は，原告に対して，著作権侵害があった場合に原告が損

害を被らないよう対処するとの法的義務を負っていない。被告学会は，本件

著作権規程前文にあるように，投稿者，他の会員及び社会全体の期待に応え

るために本件著作権規程を設け，著作物の管理を行う立場にある。もちろん

著作者に対してもできる限り不便がないように「配慮する」ものとはされて

いるが，被告学会は上記の公的な利益を担う立場にあることから，一方的に

投稿者（著作者）の損害防止に関して法的な責任を負担し，行動すべき立場

にはない。 

本件著作権譲渡契約においては，被告学会が法的手段をとらない場合に譲

渡契約を解除できるなどとの規定は存在しないし，被告学会は，著作権を保

有して自らの事業を行い，その判断で著作権の管理を行っているのであるか

ら，被告学会が原告の意向に従って訴訟提起しなければならない理由はない。

なお，交渉段階でも指摘したとおり，原告は，著作権の再譲渡を受けなくて

も，著作者として著作者人格権に基づく権利行使が可能である。 

 (3) 原告論文の著作権侵害問題の発覚後，被告学会は，直ちに事態の確認を行

い，平成２４年７月頃には，侵害者とされた被告Ａから，必要な是正措置（具

体的には，被告学会誌への謝罪広告の掲載，被告学会が運営する電子図書館

掲載の論文の取下げ，原告論文が掲載された配布済みＣＤ－ＲＯＭの再製

作・回収）を同被告において履行することにつき全面的な了解を得た上で，

本件著作権規程第７条に基づき，原告と協議すべく，上記是正措置の履行を

打診した。このように平成２４年７月には，原告，被告Ａら及び被告学会の

間で，必要な是正措置を行う方向で話が進んでいたにもかかわらず，平成２

５年２月頃，原告が被告Ｂ論文の開示を強く求めたことから原告と被告Ａら
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との間の交渉が決裂し，その後原告が被告学会に対して原告論文の著作権の

再譲渡を要請するようになったが，被告学会は，再譲渡を行わないとの結論

を伝えた。この交渉過程で，原告から被告Ｂ論文の開示についても対応する

よう求められた際，被告学会は，同論文が公開を予定したものでないことな

どから特段の対応をしないと回答したことはあるものの，被告Ａらの行為全

般について問題として取り上げるつもりがないと回答した事実はない。 

以上のとおり，被告学会は，平成２４年７月頃までには必要な対応を終え

ており，早期に是正を実行したいという立場にあったが，原告と被告Ａらと

の間で合意が成立せず，その後原告からも是正の実行についての留保を求め

られたために，現在まで是正措置を履行することができなかったにすぎない。 

よって，被告学会の対応が不十分であったとはいえない。 

２ 争点(2)ア（複製権又は翻案権の侵害の成否）について 

 〔原告の主張〕 

  (1) 原告論文は，原告が独自に調査，考察した結果を踏まえて，通信と放送の

融合の進展に伴って新たに生まれた放送形態であるＩＰマルチキャスト放送

に焦点を合わせ，著作権法上の扱いをめぐる問題や平成１８年著作権法改正

後の課題について検討した研究論文であるところ，同論文は，思想を創作的

に表現したものであって，学術の範囲に属するものであるから，「言語の著

作物」に該当する。 

原告論文の中の原告各表現は，原告論文の重要な部分であり，原告自らの

調査・研究成果そのものを表現した箇所であるから，いずれも創作性を有す

る。 

    そして，別紙著作物対照表のとおり，被告各表現が原告各表現とほぼ同一

であることは一見して明白であり，誤字まで同一であることからして，被告

Ａらが原告論文に依拠したことも明らかである。 

   よって，被告各表現は，原告各表現の表現上の本質的な特徴を直接感得さ
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せるものといえる。 

  なお，被告Ｂ論文の内容は不明であるが，その表題が被告ら共著論文１と

同一であり，執筆時期もそれと同時期であることから，被告Ｂ論文でも，被

告ら共著論文１と同一の表現が用いられていることが強く疑われる。 

   以上によれば，被告Ｂが被告Ｂ論文を執筆し，被告Ａ及び被告Ｂが被告ら

各共著論文を執筆したことは，原告論文に係る複製権又は翻案権を侵害する。 

 (2) 被告らの主張に対する反論 

  ア 創作性につき 

被告らは，原告表現１が，平成１８年８月に情報通信審議会が総務省に

答申した「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果た

すべき役割 補完措置に係る同意条件に関する基本的な考え方（素案）」

（以下「丁１文献」という。）と同じ内容のものであるから創作性がない

と主張する。 

しかし，原告表現１は，９頁にわたる丁１文献の内容から，原告なりに

取捨選択をし，重要箇所をまとめて，重要な部分が浮かび上がるように創

意工夫を施して，要約したものである。原告は，丁１文献のエッセンスを

抽出し，これを「再送信同意の基本原則」，「具体的な技術要件」，「再

送信同意の手続き」の３部に分けて簡潔に要約したのであり，そこには表

現の選択，順序，運びにおいて原告の個性が発揮されているのであるから，

創作性がないとするのは誤りである。 

    また，原告表現２は，２００３年改正後の英国著作権法６条の内容を前

提に，各種調査・検討の結果，我が国のコンテンツ伝送経路の多様化に対

応した包括的規定の導入を検討する際に，英国著作権法における「放送」

に関する規定が参考になると判断し，原告独自の表現で記述したものであ

る。この点，原告表現２の中の「有線番組サービス」といった用語は，英

国著作権法６条には一切登場しないものであるから，原告表現２が同条か
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ら当然に導かれる内容であるなどといえないことは明らかである。このよ

うに，原告表現２は，単に英国著作権法の条文を紹介したものではなく，

英国の現地調査を行った原告が，自己の問題意識に沿う形で，英国著作権

法における解釈を分かりやすく分析したものであり，原告の個性が発揮さ

れた表現である。 

なお，原告表現１及び２は，「事実」，すなわち著作権法が保護の対象

としない，人間の思想，感情といった主観的要素を含まない客観的な存在

として社会的に取り扱われるものには該当しない。 

  イ 引用につき 

    被告らは，被告ら共著論文１の中の被告表現２についてのみ引用の抗弁

を主張しているところ，被告表現２のうち１０４頁の記述については，引

用箇所を特定する注釈すらなく，１０５頁の記述についても，本文中に注

釈「５」を表すかのような記載があるものの，同頁の脚注には「５５」し

かないから，これをもって出所を明示したものとはいうことができない。

また，論文の末尾に引用した文献を掲載するのみでは，被引用文献との結

びつきが明らかでなく，明瞭区別性の要件を満たさないから，「引用」が

成立する余地はない。 

〔被告らの主張〕 

 (1) 被告ら論文の記述について 

被告ら各共著論文に，別紙著作物対照表の被告表現１及び２の各記述があ

ることは認める。また，被告Ｂ論文に，別紙著作物対照表の被告表現２と同

じ記述があることは認める。 

 (2) 原告各表現の創作性につき 

   原告表現１は，既存の著作物である丁１文献に同一表現があり，その丁１

文献の各部分の冒頭ないしその関連部分を数行にわたって書き抜く方法によ

り要約されたものであるが，このような要約は誰がしても同じ要約になるこ
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とが一般的であるため，そこに原告の個性は発揮されていない。よって，原

告表現１は，原告が思想又は感情を創作的に表現したものとは到底いえず，

創作性がない。 

   また，原告表現２は，法令ないし法令によって当然に導かれる事項を内容

とするものであって，被告表現２が原告表現２と同一性を有する部分は，２

００３年に改正された英国著作権法６条の内容を紹介し，あるいは同条から

当然に導かれる事項を説明しているにすぎない。しかも，原告表現２は，「有

線番組サービス」の用語以外に原告独自の表現であると特定できる部分は存

在せず，このようなワンフレーズのみによって著作物となり得る創作性が認

められることはあり得ない。よって，原告表現２も原告の思想又は感情を創

作的に表現したものとはいえず，創作性が認められない。 

   なお，原告各表現はいずれも客観的な事実を素材とするものであり，何ら

著作者の思想又は感情が表現されていないから，この点でも，創作性が認め

られない。 

 (3) 引用の抗弁（被告表現２につき） 

   被告ら共著論文１においては，脚注を用いて筆者名及び題号を記載した上

で，さらに末尾では筆者名，発表年，題号及び引用した文章の所在を示すＵ

ＲＬを記載しており，公正な慣行に合致する引用を行っている。なお，被告

ら共著論文１の１０５頁の脚注「５５」が「５」の誤記であることは誰の目

にも明らかである。 

また，本件は，原告論文の全体（本文が１１３８０文字）の複製ではなく，

原告表現１（４２２文字）及び原告表現２（２７１文字）の部分的な複製が

問題となっているにすぎず，原告表現１及び２を合わせても，原告論文全体

のわずか６％を占めるにすぎない。さらに，被告ら共著論文１の１０５頁で

は，原告論文の引用部分にカギ括弧を用いて，明瞭に区別して認識できるよ

うにしている。 
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よって，被告表現２は適法な引用であり，著作権侵害は成立しない。 

 ３ 争点(2)イ（同一性保持権侵害の成否）について 

〔原告の主張〕 

 (1) 被告ら各共著論文は，以下のとおり原告論文の内容を改変するものであり，

被告Ｂ論文も同様であるから，これによって原告論文に係る同一性保持権が

侵害された。 

 (2) 被告ら論文は，原告表現１又は２のデッドコピー（複製）を含むものであ

るところ，被告ら論文における原告表現１又は２以外の部分では，被告Ａら

の執筆により，原告の意に反して原告論文の内容が「変更」されている。そ

うすると，全体としてみれば，原告の意に反する改変行為に当たるというこ

とができるから，被告ら論文は，原告論文についての同一性保持権を侵害す

る。 

 (3) また，被告ら共著論文２においては，原告表現１における「総務省の情報

通信審議会は，ＩＰマルチキャスト放送事業者が放送事業者に対して地上デ

ジタル放送の再送信同意を求めた場合の，同意条件に関する基本的な考え方

を示している」との重要な一文を安易に切除してしまったことにより，地上

デジタル放送における再送信同意の条件という限定された文脈ではなく，単

に放送事業者の再送信許諾条件としての記述になってしまっている。 

したがって，被告ら共著論文２において，原告表現１の上記重要部分を「切

除」した上で，残りの部分をデッドコピーしたことにより，全く誤った文脈

で原告表現１が引用される結果となっており，明らかに原告の同一性保持権

を侵害する。 

〔被告らの主張〕 

 (1) 被告ら論文は，原告論文とは別の表現を用いて構成されているから完全に

別個独立の表現物であって，同一性保持権侵害が問題となる余地がない。 

   原告は，原告表現１及び２以外の部分が改変されたと主張するが，被告ら
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論文と原告論文は，大多数で全く異なる表現が用いられており，一致する箇

所はごく僅かであって，原告表現１及び２以外の部分については，一致する

どころかその痕跡すら全くないのであるから，同一性保持権が対象とする「改

変」の範疇を完全に逸脱している。 

(2) また，被告ら共著論文２において原告表現１の重要部分が切除されたと主

張する点についても，「切除」したとされる１文は，表現において共通する

部分とは別個の箇所の記述であるから，被告表現１に当該１文に該当する記

述がないからといって，被告Ａらが原告表現１の一部を「切除」したとは評

価できない。 

よって，「切除」したとされる１文は原告の主張とは無関係であり，その

「切除」に基づく原告表現１の同一性保持権侵害も成立し得ない。 

 ４ 争点(2)ウ（氏名表示権侵害の成否）について 

〔原告の主張〕 

  被告Ａらが執筆・公表した被告ら各共著論文には，別紙著作物対照表のとお

り，原告論文における表現の一部が含まれているにもかかわらず，原告の氏名

が表示されておらず，被告Ｂ論文においても，同様に，原告の氏名が表示され

ていないことが強く疑われる。 

被告ら論文は，いずれも被告Ａらのみをその著作者名として表示しており，

原告を「著作者名として表示」していないのであるから，原告の氏名表示権を

侵害するものであることが明らかである。 

  なお，原告各表現に創作性が認められることは，前記２〔原告の主張〕のと

おりである。 

〔被告らの主張〕 

  原告各表現には創作性がせず，被告ら論文の中には原告の氏名表示権の対象

となるべき表現が存在しないから，氏名表示権侵害に関する原告の主張は失当

である。 
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  また，被告ら共著論文１においては，脚注を用いて，又は文末に，原告の氏

名を表示しているから，氏名表示権の侵害はない。 

  被告ら論文の著作者は，原告ではなく，被告Ａらであるから，そこに原告を

著作者名として表示するなどとすれば，事実に反することになってしまう。氏

名表示権は，厳格な形式で著作者として表記されることまで要求しておらず，

脚注又は文末における表示で十分である。 

 ５ 争点(2)エ（被告Ｂの損害賠償義務の有無及びその額）について 

〔原告の主張〕 

 (1) 被告Ｂは，被告Ｂ論文及び被告ら各共著論文における著作権侵害及び著作

者人格権侵害の不法行為に基づいて，損害賠償義務を負う。 

 (2) 慰謝料 

   原告論文の一部が無断で被告ら論文として掲載されたことにより，原告は，

多大な精神的苦痛を被った。 

本件は，知的財産法（著作権法）を専門とする大学教授及び同法を専門に

研究する大学院生が３回にわたって共同で他人の学術論文を盗用して著作

権・著作者人格権を侵害した悪質で違法性の高い事案である。また，被告Ｂ

論文は，公表されていないものの，本件大学院の特別研究論文として執筆さ

れ，弁理士試験の一部免除が認められるという特別な役割を有しており，一

般の修士論文と比較してより公的な役割が認められているのであるから，特

別研究論文で他人の著作権・著作者人格権を侵害する点で，違法性が極めて

高い。 

   このような違法性の高さに鑑みて，原告の精神的損害を金銭に換算すると，

被告ら共著論文１の執筆・公表につき１００万円（うち著作権侵害による損

害が５０万円，著作者人格権侵害による損害が５０万円。），被告ら共著論

文２の執筆・公表につき１００万円（内訳は同上。），被告Ｂ論文の執筆に

つき１００万円（内訳は同上。）となり，その合計は３００万円を下らない。 
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 (3) 弁護士費用 

   原告は，原告訴訟代理人に対し本件訴訟の遂行を委任したところ，上記不

法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，少なくとも３０万円を下らない。 

 (4) 遅延損害金の起算点 

   被告Ｂ論文及び被告ら共著論文１は遅くとも平成２４年３月３１日に，被

告ら共著論文２は遅くとも同年５月３１日にそれぞれ執筆・公表されたから，

前二者に係る慰謝料及び弁護士費用２２０万円については，同年３月３１日

を，後者に係る慰謝料及び弁護士費用１１０万円については同年５月３１日

を，それぞれ遅延損害金の起算点とする。 

〔被告Ａら及び被告学園の主張〕 

  原告の主張は，否認ないし争う。 

なお，本件大学院においては，特別研究論文を外部に開示することは基本的

に予定していない。弁理士試験の一部免除を希望する者は，特許庁内の工業所

有権審議会に申請して免除資格認定を受ける必要があるが，その際，専門職大

学院は，論文そのものを提出することはなく，論文の内容を１０００字程度に

まとめた学位論文概要証明書を作成するだけである。 

 ６ 争点(2)オ（被告Ａの損害賠償義務の有無及びその額）について 

〔原告の主張〕 

被告ら論文に関し，被告Ａは，被告Ｂが被告Ｂ論文を執筆するのを指導し，

また，被告Ｂと共同で被告ら各共著論文を執筆・公表したのであるから，被告

Ｂとの共同不法行為（民法７１９条１項）に基づいて，被告Ｂと同じ損害賠償

義務を負う。 

なお，被告Ｂが執筆した特別研究論文は，本件大学院の専門職学位課程の必

修科目であり，その単位の履修が修了要件となる「特別研究」の単位認定のた

めに執筆が求められているものであるから，被告Ａは，本件大学院の教員とし

て，「特別研究」の科目において，被告Ｂに対し，論文の執筆を通して指導を
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行う職務を担っていたといえる。 

〔被告Ａ及び被告学園の主張〕 

被告Ｂ論文は，専門職大学院の修了要件である単位の修得のための授業科目

である「特別研究」において課された特別研究論文であり，これは，学生が取

り組む特定の課題研究に対して，教員が成績評価をするための手段の一つとし

て論文を作成させているものであって，いわゆる「修士論文」とは異なるもの

である。 

このような特別研究論文である被告Ｂ論文の執筆に当たっては，教官である

被告Ａが，必要な範囲で助言をすることは予定されているが，あくまで論文は，

単位認定のための評価の対象となるものであって，その内容の全てを教官が指

導して作成されたと評価し得るものではない。 

特に被告Ａは技術等の標準化に関する研究者であるから，被告Ｂが被告Ａか

ら指導を受けたのも，技術等の標準化に関するものであった。 

 ７ 争点(2)カ（被告ら共著論文２に係る削除請求の可否）について 

〔原告の主張〕 

  被告学会が運営するウェブサイト上の「電子図書館」には，現在も，原告の

著作権及び著作者人格権を侵害する被告ら共著論文２が，被告Ａ及び被告Ｂの

名義で掲載されたままである。かかる被告学会の行為は，原告の公衆送信権及

び氏名表示権を侵害する。 

  よって，原告は，被告学会に対し，著作権法１１２条１項に基づき，別紙ウ

ェブサイト目録記載１のウェブサイトから被告ら共著論文２の著作者名の表示

（「著者名」及び「著者名（英）」の各記載）を，同目録記載２のウェブサイ

トから被告ら共著論文２の本文を，それぞれ削除することを求める。 

〔被告学会の主張〕 

  被告学会が運営するウェブサイト上の「電子図書館」に被告ら共著論文２が

現在も掲載されていることは認めるが，その余は否認ないし争う。 
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 ８ 争点(2)キ（謝罪広告の要否）について 

〔原告の主張〕 

  著作者人格権を侵害された著作者は，著作者であることを確保するため，又

は，著作者の名誉若しくは声望を回復するために，適当な措置を求めることが

できる（著作権法１１５条）。原告は，被告Ａ及び被告Ｂの行為により同一性

保持権及び氏名表示権を侵害されたから，両被告に対し，別紙謝罪広告目録記

載第２の要領で，同目録記載第１の謝罪広告を各１回掲載することを求める。 

〔被告Ａらの主張〕 

  否認ないし争う。 

 ９ 争点(3)（Ｃ論文による著作権及び著作者人格権の侵害に基づく被告Ａの損害

賠償義務の有無及びその額）について 

〔原告の主張〕 

 (1) Ｃは，被告Ｂ論文が執筆・提出された前年である平成２２年度において，

被告Ａの研究室に所属する修士課程の学生であったが，特別研究論文である

Ｃ論文を執筆し，これによって，平成２３年３月に本件大学院の専門職学位

課程を修了した。 

Ｃ論文と被告Ｂ論文は，通信の融合及びそれに関する法の在り方をテーマ

にしているという点，及び，いずれも被告Ａの指導の下で執筆されたという

点で共通しているから，Ｃ論文においても，原告各表現が用いられており，

それが原告の著作権（複製権又は翻案権）及び著作者人格権（同一性保持権

及び氏名表示権）を侵害していることが強く推認される。 

 (2) 本件大学院の教員は，特別研究の科目において，学生に対し，論文の執筆

を通して指導を行う職務を担っているところ，Ｃ論文は，被告Ａの指導の下

で，特別研究論文として執筆されたものであるから，Ｃ論文による著作権侵

害及び著作者人格権侵害について，被告Ａは，Ｃとともに共同不法行為責任

を負う(民法７１９条）。 
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 (3) Ｃ論文の執筆によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は，１００

万円（著作権侵害による損害が５０万円，著作者人格権侵害による損害が５

０万円。）を下らない。また，これについての弁護士費用は，少なくとも１

０万円を下らない。 

〔被告Ａ及び被告学園の主張〕 

 (1) Ｃが特別研究論文としてＣ論文を執筆し，専門職学位課程を修了したこと

は認める。 

しかし，Ｃ論文と被告Ｂ論文は内容において大きく異なっており，Ｃ論文

は，被告各表現と同じ記述を含んでいない。 

   なお，そもそも原告論文に係る著作権・著作者人格権の侵害についての原

告の主張に理由がないことは，前記２ないし４の〔被告らの主張〕と同様で

ある。 

  (2) 被告Ａが職務としてＣ論文を評価，採点したことは認める。 

   しかし，Ｃ論文の執筆者ではなく指導教授にすぎない被告Ａにおいて，Ｃ

論文の全ての表現について，既存のあらゆる著作物における創作的表現を複

製していないことまで確認することは，およそ不可能である。ましてや原告

論文自体が広く知られているわけでもなく，原告各表現はその原告論文のご

く一部にすぎないから，被告ＡがＣ論文を指導する際に原告各表現が複製さ

れているか否かを確認するなど，あまりに非現実的にすぎる。 

したがって，Ｃ論文の内容のいかんにかかわらず，被告Ａに過失を観念す

ることは不可能であり，被告Ａは，この意味においても，Ｃの行為について

共同して責任を負うことはない。 

 １０ 争点(4)（学術論文を盗用・剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為の

成否）について 

〔原告の主張〕 

 (1) 研究者が研究を行い，その成果を学術論文としてまとめ，広く第三者に公
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表することは，憲法２３条が保障する学問の自由の根幹をなす権利である。

そして，学術論文は，それを執筆した研究者の能力や専門性を客観的に示す

ものであることから，研究者は，自身が執筆した学術論文の内容をもって，

第三者によりその能力，専門性ないし業績を評価されるという関係にある。

さらに，学術論文を執筆するためには多大な時間と労力を費やす必要がある

ほか，必要な調査・研究を進めるに当たっては，出張費や取材費の支出が不

可欠である。 

   このような学術研究における実態に鑑みれば，研究者自身が多大な時間，

労力及び費用をかけて調査・研究の成果をまとめ，第三者による業績等の評

価対象となる学術論文を完成させた場合，その内容の全部又は一部を他人に

盗用・剽窃されないことは，法的に保護された利益であるといわなければな

らず，かかる利益は，著作権法によっては必ずしも保護されないことから，

一般不法行為による保護を与えるのが相当である。 

   本件においては，別紙著作物対照表から明らかなように，被告各表現は，

いわゆるデッドコピーといえる程度にまで，原告各表現に酷似している。 

被告Ａは，被告ら各共著論文において，自らは何らの調査・研究を行うこ

となく，原告各表現を盗用・剽窃し，原告の業績等にいわばフリーライドし

たものである。これにより，被告Ａは，「通信と放送の融合」に係る著作権

問題の原告の研究を妨害するとともに，同分野における専門家の一人として

の地位を不当に得ようとしたのである。 

よって，被告Ａの行為は，原告の上記法的に保護された利益を侵害するも

のにほかならない。 

   また，原告各表現と被告各表現が酷似していることからすれば，原告各表

現の盗用・剽窃につき，被告Ａにおいて故意又は過失が認められることは明

らかである。 

   よって，被告Ａによる被告ら各共著論文の執筆・公表は，法的に保護され
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た原告の利益を侵害するものとして，民法７０９条の一般不法行為に該当す

る。 

 (2) 原告論文の一部が無断で被告ら各共著論文として掲載されたことにより，

原告は，多大な精神的苦痛を被った。特に，被告Ａは知的財産権の研究者で

あるにもかかわらず，極めて安直に原告各表現のデッドコピーというべき被

告各表現を学術論文に用いて，原告の業績等にフリーライドした点で，その

違法性は極めて高い。これに鑑みると，原告が被った精神的損害は，金銭に

換算して，被告ら共著論文１につき５０万円，被告ら共著論文２につき５０

万円，合計１００万円を下らない。 

   また，この不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，少なくとも１０

万円を下らない。 

〔被告Ａ及び被告学園の主張〕 

  原告の主張は，否認ないし争う。 

本件は，原告論文の全体的な複製ではなく，原告論文（本文が１１３８０文

字。）のうちの原告表現１（４２２文字）及び原告表現２（２７１文字）とい

うわずかな部分の複製が問題となっている事案である。そして，原告各表現の

内容は過去の丁１文献や制度を踏襲するものにとどまっており，原告が請求の

基礎として主張する調査・研究活動内容に基づくものではない。このため，原

告表現は，量的にも質的にも法的保護に値する程度の利益を有するものではな

く，かかる僅かな部分について共通するにとどまる被告ら各共著論文（なお，

原告表現２については適切な引用もされている。）を発行したからといって，

原告の研究が妨害されることはないし，被告Ａにおいてある分野における専門

家としての地位を不当に得ることにもならない。 

 １１ 争点(5)（被告学園の使用者責任の有無）について 

〔原告の主張〕 

 (1) 大学の主な事業は，①学術研究，②学生への教授・指導の２点であり，被
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告Ａは，被告学園に雇用されている専任教授として，①②の業務をその職務

として行っている。 

   そして，被告Ａは，被告Ｂが本件大学院在学中に，被告Ｂ論文の執筆を指

導するとともに，被告Ｂと共同で被告ら共著論文１を執筆・公表し，被告Ｂ

の本件大学院修了後に，被告Ｂと共同で被告ら共著論文２を執筆・公表した

のであるから，上記②として被告Ｂ論文の執筆を指導し，上記①②として，

被告ら共著論文１を執筆・公表し，上記①として，被告ら共著論文２を執筆・

公表したということができる。 

なお， 本件大学院の特別研究論文は，「特別研究」という必修科目の単位

認定のために執筆が求められているものであり，本件大学院の教員は，特別

研究の科目において，学生に対し，論文の執筆を通して指導を行う職務を担

っている。被告Ａは，かかる必修科目の履践として，Ｃ及び被告Ｂに対する

論文の執筆指導を行ったのであるから，かかる執筆指導が被告学園の事業の

執行として行われたものであることは明らかである。 

よって，被告Ａのこれらの行為は，被告学園の事業の執行について行われ

たものであるから，被告学園は，被告Ａの不法行為について使用者責任（民

法７１５条１項本文）を負う。 

(2) また，被告Ａが被告ら各共著論文を執筆・公表して，原告の学術論文を盗

用・剽窃されない利益を侵害したことは一般不法行為に当たるところ，これ

も被告学園の事業の執行について行われたものであるから，被告学園は，被

告Ａの上記一般不法行為について，使用者責任を負う。 

〔被告学園の主張〕 

  大学の主な事業が学術研究と学生への教授・指導の２点であり，被告Ａが被

告学園に雇用されている専任教授として，これらの業務をその職務として行っ

たことは認めるが，その余の主張は否認ないし争う。 

被告Ｂ論文及びＣ論文は，専門職大学院の修了要件である単位の修得のため
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の授業科目である「特別研究」において課された特別研究論文であり，これは，

学生が取り組む特定の課題研究に対して，教員が成績評価をするための手段の

一つとして論文を作成させているものである。この特別研究論文の執筆に当た

っては，教官が必要な範囲で助言をすることが予定されているが，あくまで論

文は，単位認定のための評価の対象となるものであるから，その内容の全てを

教官が指導して作成されたと評価し得るものではない。 

また，被告ら各共著論文は，本件大学院の研究・教育課程で発表されたもの

ではないのであるから，被告Ａは，本件大学院の職務として被告ら各共著論文

を執筆したものではない。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 争点(1)（本件著作権譲渡契約の解除の可否）について 

 (1) 証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば，原告が被告学会に対して，本件著

作権譲渡契約の解除の意思表示をするに至った事情について，以下の事実が

認められる。 

   すなわち，原告は，平成２４年６月，被告Ａらに対し，被告ら各共著論文

による原告論文についての著作権の侵害を主張して，電子情報通信学会誌上

での謝罪文の掲載，論文採録取消しの手続及び慰謝料の支払を求め，被告Ａ

らがこれらの要求を承諾したこと，被告学会では，原告からの申出に基づき，

同年７月，被告ら各共著論文による著作権侵害を認定し，その後，被告Ａと

協議して，論文取下げや謝罪文の掲載についての意思を確認した上，是正措

置を進める準備をしていたこと，その頃，原告は，被告学園との間で被告Ｂ

論文の開示を求める交渉をし，同年８月には被告Ａに対して，被告Ｂ論文の

開示とそれについての本件大学院での処分を求める意向を示し，また，同年

１２月には被告Ａに対して，Ｃ論文についても開示を求める意向を示したこ

とから，原告と被告Ａとの間の交渉が決裂したこと，平成２５年２月から同

年４月の間に，原告が被告学会に対して，被告Ａとの交渉が決裂したため被
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告Ａらに対する法的措置を講じるとして原告論文の著作権の再譲渡を求めた

ところ，被告学会が，このような場合に著作権を再譲渡すべき旨の規定が存

在しないことや原告による著作者人格権に基づく法的措置が可能であること

から著作権の再譲渡を認める必要がないとの見解を示し，これに対して，原

告が，再譲渡がされない場合は本件著作権譲渡契約を解除する意向があるこ

とを伝えたこと，同年５月以降，双方の代理人間で協議が行われ，その際，

被告学会は，被告Ａに対して謝罪文の掲載及び論文取下げ等の是正の意思が

あることを改めて確認した上，この是正措置を進めることの可否を原告に問

い合わせるとともに，被告Ｂ論文については被告学会として独自の対応を行

わない旨を原告に伝えたこと，これに対して，原告は，同年８月６日付けで，

被告学会に対し，是正措置を進めないことを求めるとともに，被告Ｂ論文に

ついて問題として取り上げないとの被告学会の対応が本件著作権規程の前文

及び第７条に違反するとして，債務不履行に基づき本件著作権譲渡契約を解

除するとの意思表示をしたことが，それぞれ認められる。 

 (2) 本件著作権譲渡契約の解除の理由について，原告は，被告学会が本件著作

権規程の前文及び第７条１項に基づき，原告論文の著作権に対する第三者に

よる侵害があった場合には，原告と協議の上，原告が損害を被らないように

対処する義務を負っているにもかかわらず，この義務の履行を怠ったことが

被告学会の債務不履行であると主張する。 

   この点，本件著作権規程は，その前文で「この規程ではかかる著作物の著

作権を情報処理学会に譲渡してもらうことを原則とするものの，それによっ

て著者ができるだけ不便を被らないよう配慮する。」，第７条１項で「本学

会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害（あるいは侵害

の疑い）があった場合，本学会と著作者が対応について協議し，解決を図る

ものとする。」とそれぞれ規定している。これらの規定によれば，被告学会

は，譲渡を受けた著作権が第三者により侵害された場合又はその疑いがある
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場合に，著作者と協議し，その解決を図るべきことが定められていると認め

られるが，その協議の内容や解決の方法は何ら具体的に定められていないこ

とからすれば，これらの規定に基づいて，被告学会が著作者に対して，当該

第三者に対して訴訟を提起するなどして侵害状態を解消すべき義務や，著作

者自身による訴訟提起を可能にするために著作権を再譲渡すべき義務を負っ

ているとまでは認めることができない。 

そして，前記(1)のとおり，被告学会は，被告ら各共著論文による原告論文

に係る著作権侵害を認定した後，被告Ａに対して是正の意思を確認し，原告

との間でも対応を協議し，原告と被告Ａとの合意に基づいて是正措置を進め

る準備をしていたと認められるから，被告学会としては，著作者である原告

に配慮し，原告と協議して，問題の解決に向けた相応の努力をしていたもの

と認められる。 

そうすると，被告学会が，本件著作権規程に基づく上記義務を果たしてい

なかったとはいえず，また，本件全証拠を精査しても，被告学会が本件著作

権規程に基づく原告に対する義務を履行しなかったと認めるべき事情を認め

るに足りる証拠はない。 

  (3) この点に関して原告は，被告学会が本件著作権規程に基づいて，第三者と

の協議により侵害状態が解消されない場合には，当該第三者に対して訴訟を

提起するなどして法的に侵害状態を解消する義務を負っていたと主張する。 

しかし，被告学会が，本件著作権規程に基づいて，著作者のために被疑侵

害者に対して訴訟を提起するまでの義務を負っていたと認められないことは，

上記のとおりである。また，被告学会が原告に回答したとおり，原告は，原

告論文の著作者として著作者人格権を有し，その権利の侵害に対する救済を

求めることができるのであるから，これとは別に，被告学会が原告に代わっ

て，原告論文に係る著作権を行使すべき義務を負うものとは解されない。な

お，原告は，被告学会との交渉の中で，被告Ａらの行為について，著作者人
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格権侵害のほかに，著作権（著作財産権）侵害を問題とすることで，原告が

被った損害の填補を受ける必要があると主張しており，本件訴訟においても，

被告学会が法的手段をとらないために原告が自ら権利行使する必要があると

主張しているが，原告論文の著作権が本件著作権譲渡契約に基づいて原告か

ら被告学会に移転している以上，仮に被告ら論文による著作権侵害が成立し

たとしても，その損害は，原告ではなく，被告学会に生じているというべき

であり，したがって，原告の権利が侵害され，原告がその損害の填補を受け

る必要があるとの原告の上記主張は，その前提において失当といわざるを得

ない（本件著作権規程においては，被告学会が第三者に対して著作物の利用

許諾をすることができ，その対価も被告学会が収受できるとされており（第

４条），著作者は，あくまで本件著作権規程に定められた範囲で自ら著作物

を利用することができるにすぎない（第５条）とされていることから，被告

学会に投稿された著作物に係る著作財産権は，その著作者が自ら当該著作物

を利用することを除いては，実質的にも被告学会に帰属しているといえる。）。 

また，原告は，被告学会が予定していた論文撤回措置の内容が不十分であ

り，被告学会が撤回理由及び謝罪文の掲載に消極的な姿勢であったと主張す

る。 

しかし，本件著作権規程は，被疑侵害論文についてどのような撤回措置を

取るべきかを何ら具体的に規定していないから，被告学会が原告の望む内容

の措置をとらなかったとしても，それが直ちに債務不履行に当たるというこ

とはできない。また，被告学会が，被告Ａと協議し，論文取下げや謝罪文の

掲載の意思を確認した上，その是正措置の準備を進め，原告に対しても是正

の可否を問い合わせていたことは，前記(1)のとおりであるから，被告学会が

是正措置に消極的であったとは認めることができないし，撤回理由や謝罪文

言を定めるのは論文を撤回し謝罪する被告Ａらであるから，その謝罪文言や

撤回理由が原告の意に沿わないものであったとしても，そのことをもって，
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被告学会が本件著作権規程で定められた義務に違反したということもできな

い。 

さらに，原告は，被告学会が被告Ａらの行為について問題として取り上げ

るつもりがないと回答したことが義務の不履行であると主張するが，被告学

会が是正措置の準備を進めていたことは，前記(1)のとおりであるから，被告

学会が被告Ａらの行為を問題として取り上げなかったものとは認められない。

加えて，原告は，本件著作権規程第２条１項が著作者から著作権を強制的に

奪うものとなっているとも主張するが，原告は著作権譲渡契約書を作成して，

自らの意思で原告論文の著作権を被告学会に譲渡したのであるから，原告が

その著作権を強制的に奪われたとの原告の主張は採用することができない。 

  (4) 以上のとおり，被告学会が本件著作権規程に基づく義務を履行しなかった

とは認められないから，被告学会の債務不履行を理由とする原告の本件著作

権譲渡契約の解除の意思表示は，その効力を認めることはできない。 

    よって，同解除が有効であり，それによって原告論文に係る著作権が原告

に復帰したことを前提として，原告が同著作権を有することの確認を求める

原告の請求は理由がない。 

２ 争点(2)ア（被告ら論文－複製権又は翻案権の侵害の成否）について 

原告論文の著作権（複製権及び翻案権を含む。）は，本件著作権譲渡契約に

よって被告学会に移転しており，前記１のとおり，その解除に係る原告の主張

は採用することができないから，仮に被告ら論文が原告論文を複製し，又は翻

案したものであるとしても，それが原告の複製権又は翻案権を侵害したものと

いえないことは明らかである。 

よって，その余の点について検討するまでもなく，複製権又は翻案権の侵害

を根拠とする原告の請求はいずれも理由がない。 

 ３ 争点(2)イ（被告ら論文－同一性保持権侵害の成否）について 

 (1) 原告は，被告ら論文について，原告各表現のデッドコピーを含むが，その
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原告各表現以外の部分では原告論文の内容が「変更」されているから，全体

としてみれば，原告の意に反する原告論文の改変行為に当たり，同一性保持

権を侵害すると主張する。 

  ア 被告ら共著論文２につき 

    別紙著作物対照表記載のとおり，被告ら共著論文２の被告表現１のうち

「の基本原則として」以下の記述は，原告論文の原告表現１のうち「の基

本原則として」以下の記述と共通しており，ほぼ同一の表現ということが

できる。一方，その余の部分では，被告ら共著論文２の記述は，原告論文

の記述と共通しておらず，原告もその共通性を何ら主張していないのであ

るから，被告ら共著論文２の上記共通部分以外の記述が，原告論文の記述

を基にして，それを「変更」したものであるということはできない。 

    しかも，原告論文は表題，本文，図・表，注などを含めて９頁の論文で

あり，その本文がおよそ１万１３８０文字から成っているが，このうち原

告表現１の部分は１頁の３分の１足らずの分量であり，被告表現１と共通

する「の基本原則として」以下の文字数は４２０文字程度にすぎない。他

方，被告ら共著論文２は表題，本文，図・表，文献の表示などを含めて６

頁の論文であるところ，このうち原告論文と共通する被告表現１の部分は

１頁の４分の１にも満たない分量である。このことからすれば，被告ら共

著論文２と原告論文を全体として観察した場合でも，被告ら共著論文２は，

原告論文とは別個の著作物というべきであり，それが原告論文の表現に対

して「改変」を加えたものであるということはできない。 

したがって，被告ら共著論文２によって，原告論文についての同一性保

持権が侵害されたものとは認められない。 

  イ 被告ら共著論文１及び被告Ｂ論文につき 

    原告論文は，別紙著作物対照表記載の原告表現２を含み，被告ら共著論

文１は，同対照表記載の被告表現２を含むものと認められるところ，被告
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表現２の２箇所（１０４頁及び１０５頁）の各記述は，いずれも原告表現

２に含まれる記述とほぼ共通しており，実質的に同一の表現ということが

できる。一方，その余の部分では，被告ら共著論文１の記述は，原告論文

の記述とは共通しておらず，原告もその共通性を何ら主張していないので

あるから，被告ら共著論文１の上記共通部分以外の記述が，原告論文の記

述を基にして，それを「変更」したものであるということはできない。 

しかも，原告論文は表題，本文，図・表，注などを含めて９頁の論文で

あり，その本文がおよそ１万１３８０文字から成っているが，このうち原

告表現２の部分は，１頁の６分の１程度の分量であり，被告表現２の２箇

所の各記述と共通する部分の文字数は２５０文字程度にすぎない。他方，

被告ら共著論文１は表題，本文，図，文献の表示などを含めて６頁の文献

であるところ，このうち原告論文と共通する２か所の記述を合計しても１

頁の６分の１程度の分量にすぎない。このことからすれば，被告ら共著論

文１と原告論文を全体として観察した場合でも，被告ら共著論文１は，原

告論文とは別個の著作物というべきであり，それが原告論文の表現に対し

て「改変」を加えたものであるということはできない。 

また，証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば，被告表現２を含む被告Ｂ

論文は，被告ら共著論文１とほぼ同様の記述であるか，あるいは，被告ら

共著論文１が被告Ｂ論文を要約したものであると認められるところ，被告

Ｂ論文についても，被告ら共著論文１と同様に，原告論文と共通しない部

分をもって，原告論文の表現が「変更」されているということはできない

し，全体として観察したとしても，被告Ｂ論文が原告論文の表現に対して

「改変」を加えたものであるということはできない。 

したがって，被告ら共著論文１及び被告Ｂ論文によって，原告論文につ

いての同一性保持権が侵害されたものとは認められない。 

(2) このほか，原告は，被告ら共著論文２においては，原告表現１の中の重要
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な一文が切除されたことにより，原告表現１が誤った文脈で引用されており，

その結果，原告論文の同一性保持権が侵害されたとも主張する。 

    この点，原告論文には，別紙著作物対照表の原告表現１で「（中略）」と

された部分に，「総務省の情報通信審議会は，ＩＰマルチキャスト放送事業

者が放送事業者に対して地上デジタル放送の再送信同意を求めた場合の，同

意条件に関する基本的な考え方を示している。」との１文が記されており，

他方，被告ら共著論文２（被告表現１）には，この１文が存在しない。 

    しかし，上記１文は，原告表現１のうち，被告表現１と共通する部分（「の

基本原則として」以下の部分）に含まれる文ではなく，共通する部分の前に

置かれた１文であるから，被告表現１は，原告表現１の記述を抜き出して利

用する際に，その抜き出した記述から上記１文を切除したというのではなく，

単に上記１文を含まない部分を抜き出したにすぎない。そして，前記(1)アの

とおり，被告ら共著論文２は，原告論文の一部を利用したものであるが，原

告論文とは別個の著作物であるから，その中に原告論文の上記１文が存在し

ないとしても，それは単に，被告ら共著論文２が上記１文を利用しなかった

というにすぎず，このことが原告論文の表現に対して「切除」という改変を

加えたものであるといえないことは明らかである。しかも，被告ら共著論文

２においては，原告論文との共通部分がその他の部分と何ら区別されること

なく記述されているから，客観的には，当該共通部分の記述は，その前後の

記述を含めて，あくまで被告Ａらが執筆した論文の一部として認識されるも

のと認められるのであり，それゆえ，そこに原告論文の１文が含まれていな

いとしても，それによって原告論文の表現が一部「切除」され，改変されて

いると認められることはないというべきである。 

したがって，そのような被告ら共著論文２の記述によって，原告論文の文

脈や趣旨が誤解されるということにはならないし，また，原告の人格的利益

が害されるということもできない。 



   

31 

よって，この点に関する原告の上記主張も理由がない。 

 ４ 争点(2)ウ（氏名表示権侵害の成否）について 

 (1) 被告表現１につき 

  ア 別紙著作物対照表のとおり，被告表現１と原告表現１のうちそれぞれ「の

基本原則として」以下の部分の記述は，接続詞の「次に」が「さらに」と

なっている点で異なる以外は，誤字（「地域姓」）を含めて，全く同一の

文章といえるものであるから，被告表現１が原告表現１に依拠して，その

記述を複製したものであることは明らかである。 

    この点に関して被告らは，原告表現１は丁１文献を要約して引用したも

のにすぎず，創作性がないと主張する。しかし，著作権法２条１項１号所

定の「創作的」に表現されたというためには，厳密な意味で独創性が発揮

されたものであることは必要ではなく，作者の何らかの個性が表れたもの

であれば足りるというべきであるところ，証拠（略）によれば，原告表現

１は，９頁にわたる丁１文献を，「再送信同意の基本原則」，「具体的な

技術要件」，「再送信同意の手続き」の３部に分けて簡潔に要約したもの

であり，各部において丁１文献の該当項の冒頭部分を中心に抜き出しては

いるものの，必ずしも冒頭部分をそのまま抜き出したものでないことが認

められるから，そこには選択の範囲，記述の順序，文章の運び及び具体的

な文章表現等の点において原告なりの工夫がされていると認めることがで

き，その限度で作者の個性が表れていると認められるのであり，表現上の

創作性がないということはできない。そして，被告表現１は，原告表現１

との共通部分において，単に素材となる事実が同一であるというだけでな

く，具体的表現を含めた記述のデッドコピーというべきものであるから，

原告表現１の複製に当たると認めるのが相当である。 

  イ このように，被告ら共著論文２の被告表現１の記述は，原告論文の一部

の記述を複製したものであるところ，そこには原告論文の著作者である原
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告の氏名が表示されていないから，このことは，原告の氏名表示権（著作

権法１９条１項）を侵害するものといわざるを得ない。 

 (2) 被告表現２につき 

  ア 被告ら共著論文１・１０５頁の記述 

    別紙著作物対照表記載のとおり，被告ら共著論文１の１０５頁には，原

告表現２の一部をほぼそのまま引用して利用した箇所があるが，証拠（略）

によれば，当該引用部分には「５」との脚注番号が付されており，同頁の

下部には，脚注「５５」として，原告の氏名及び被引用文献（原告論文）

の題名が記載されていることが認められる。 

    そうすると，ここでは，原告論文の一部が公衆に提示されるに際して，

その著作者である原告の氏名が表示されているということができるから，

氏名表示権の侵害があるものと認めることはできない。 

この点に関して原告は，同頁の本文中に付された脚注番号「５」と下部

の脚注部分の番号「５５」とが異なると主張する。 

しかし，同頁の本文中には脚注番号として「４」及び「５」のみが使用

されており，その下部の脚注部分には「４」及び「５５」のみが記載され

ているのであるから，脚注部分の「５５」が「５」の誤記であることは，

これらの記載に接した者にとって一目瞭然であって，かかる番号の誤記を

理由に，上記引用部分について原告の氏名が表示されていないということ

はできない。 

また，原告は，被告ら共著論文１には被告Ａらの氏名のみがその著作者

名として表示されており，原告を「著作者名として表示」していないから，

原告の氏名表示権を侵害すると主張する。 

しかし，被告ら共著論文１は，その一部において，原告論文の記述を利

用したものであるが，前記３(1)イのとおり，全体としては原告論文とは別

個の著作物であり，原告は被告ら共著論文１の著作者ではないのであるか
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ら，原告の氏名を被告ら共著論文１の著作者名として表示しなければなら

ないというべき理由はない。著作権法１９条１項は，著作物の公衆への提

示に際し，当該著作物の著作者名を表示すべきことを規定していると解さ

れるところ，上記引用部分においては原告論文の題名とその著作者である

原告の氏名が明記されているのであるから，原告の氏名が原告の著作物（原

告論文）の著作者名として表示されているといえることは明らかである。 

よって，被告ら共著論文１のうち１０５頁の記述に関する氏名表示権侵

害の主張は理由がない。 

   イ 被告ら共著論文１・１０４頁の記述 

     別紙著作物対照表のとおり，被告ら共著論文１の１０４頁における被告

表現２と原告表現２のうち，それぞれ「2003 年の改正」から「『放送』に

該当し，」までの部分は，「含めることとした。つまり，」と「含めるこ

ととし，」の違い，「ため」と「為」の違い及び「規定されて」と「規定

して」の違いを除いて，全く同一の文章といってよいものであるから，被

告表現２の同記述は，原告表現２の記述に依拠して，これを複製したもの

であると認められる。 

     それにもかかわらず，当該複製部分には，原告の氏名が原告論文の著作

者名として表示されていないのであるから，それによって原告の氏名表示

権が侵害されているというべきである。 

     この点に関して被告らは，原告表現２には創作性がないから，原告の氏

名表示権の対象となるべき表現が存在しないと主張する。しかし，証拠（略）

によれば，原告表現２のうち上記共通部分は，２００３年改正後の英国著

作権法６条の規定について説明するものではあるものの，単に同条の規定

をそのまま引用したものではなく，「有線番組サービス」等の独自の訳語

を用いながら，記述の順序，文章の運び及び具体的な文章表現等の点にお

いて原告なりの工夫をしながら，同条の改正内容を分かりやすく解説した
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文章であると認めることができ，その限度で作者の個性が表れていると認

められるから，全体としては表現上の創作性がないということはできない。

そして，被告表現２は，原告表現２との上記共通部分において，単に素材

となる事実が同一であるというだけでなく，具体的表現を含めた記述のデ

ッドコピーというべきものであるから，創作性のある原告表現２を複製し

たものということができる。 

     また，被告らは，被告ら共著論文１のうち１０５頁の引用部分ではその

脚注に原告の氏名を表示し，さらに被告ら共著論文１の末尾では原告論文

の筆者名，発表年，題号及び引用した文章の所在を示すＵＲＬを記載して

いると主張する。 

     確かに，前記アのとおり，被告ら共著論文１の１０５頁の引用部分には，

原告論文の著作者名として原告の氏名が表示されており，当該部分につい

ては，原告の氏名表示権が侵害されているとはいえないが，１０４頁にお

いては，原告の氏名は全く表示されておらず，１０４頁の記述と１０５頁

の記述は，その一部ではほぼ同一であるものの，全体としては異なる文章

であるから，１０５頁の記述に原告の氏名が表示されているからといって，

１０４頁の記述において原告の氏名を表示しなくてよいということはでき

ない。また，被告ら共著論文１の末尾には，「文献」との標題の下に，原

告論文を含む１３の文献の著作者名や題名等が表示されているが，その体

裁からすれば，これらの表示は単に被告ら共著論文１における参考文献を

列挙したものであると認められ，そこでは個々の文献と本文中における引

用又は参考とした箇所との繋がりは何ら明示されていないのであるから，

このような表示をもって，被告ら共著論文１の１０４頁の記述について，

原告の氏名が表示されているということはできない。 

ウ 被告Ｂ論文 

  被告Ｂ論文は，被告ら共著論文１と同様に，原告論文の原告表現２を複
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製した記述を含むものと認められる。 

しかし，被告Ｂ論文は，そもそも公表されておらず（前記第２，２(4)

ア），公衆に提供ないし提示されたものではないから，そこに原告論文の

著作者名が表示されていないとしても，それによって原告の氏名表示権が

侵害されたということはできない。 

 ５ 争点(2)エ（被告Ｂの損害賠償義務の有無及びその額）について 

 (1) 被告Ｂは，被告Ａと共同で被告ら各共著論文を執筆した者であるところ，

前記４のとおり，被告ら共著論文１の被告表現２のうち１０４頁の記述及び

被告ら共著論文２の被告表現１の記述において，それぞれ原告論文の著作者

名として原告の氏名を表示しなかったことが，原告の氏名表示権の侵害に当

たると認められるから，この点について，被告Ｂは，被告Ａとの共同不法行

為に基づく損害賠償義務を負うものと認められる。 

  なお，被告Ｂ論文については，前記２ないし４のとおり，原告の著作権及

び著作者人格権を侵害するものとは認められないから，これについて，被告

Ｂが不法行為に基づく損害賠償義務を負うことはない。 

 (2) そして，原告論文の性質，被告ら各共著論文において複製された原告論文

の分量，複製された部分の創作性の程度，被告ら各共著論文の性質とその公

衆への提示の態様，被告ら共著論文１についてはその末尾に参考文献として

原告論文の題名及び原告の氏名が表示されていること，その他前記１(1)の認

定事実を含む不法行為後の諸事情などを総合考慮すると，上記２件の氏名表

示権侵害の不法行為による原告の精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は，

被告ら共著論文１及び２につきそれぞれ１０万円，合計２０万円と認めるの

が相当である。 

また，原告は，本件訴訟の提起・追行を原告訴訟代理人弁護士に委任し，

その弁護士費用を支出していると認められるところ，上記不法行為と相当因

果関係のある弁護士費用の額は，被告ら共著論文１及び２につきそれぞれ１
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万円，合計２万円と認めるのが相当である。 

よって，被告Ｂは，被告Ａと連帯して，共同不法行為に基づく損害賠償と

して２２万円及びうち１１万円に対する被告ら共著論文１が遅くとも執筆・

公表された平成２４年３月３１日（不法行為日）から，うち１１万円に対す

る被告ら共著論文２が遅くとも執筆・公表された同年５月３１日（不法行為

日）から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払義

務を負うというべきである。 

 ６ 争点(2)オ（被告Ａの損害賠償義務の有無及びその額）について 

(1) 被告Ａは，被告Ｂと共同で被告ら各共著論文を執筆した者であるから，そ

こでの氏名表示権侵害について，前記５の被告Ｂの損害賠償義務と同じ義務

を連帯して負担するものと認められる（民法７１９条１項）。 

  なお，被告Ｂ論文については，前記２ないし４のとおり，原告の著作権及

び著作者人格権を侵害するものとは認められないから，被告Ａが被告Ｂに対

して同論文の執筆の指導をしたことを理由として，被告Ａが被告Ｂと共同不

法行為責任を負うとの原告の主張は，その前提を欠き，理由がない。 

(2) よって，被告Ａは，被告ら各共著論文に係る被告Ｂとの共同不法行為に基

づき，被告Ｂと連帯して，前記５(2)と同様に，２２万円及びうち１１万円に

対する平成２４年３月３１日から，うち１１万円に対する同年５月３１日か

ら各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払義務を負

うというべきである。 

 ７ 争点(2)カ（被告ら共著論文２に係る削除請求の可否）について 

前記４(1)のとおり，被告ら共著論文２については，被告表現１の部分に原告

の氏名が表示されていないため，同論文をそのまま公衆に提示した場合は，原

告の氏名表示権を侵害することになる。 

そして，前記第２，２(4)ウのとおり，被告学会は，その運営する「電子図

書館」の別紙ウェブサイト目録記載２のウェブサイト上に，被告ら共著論文２
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の本文を掲載しているから，原告は，著作権法１１２条１項に基づき，氏名表

示権侵害行為の差止めとして，同ウェブサイトからの被告ら共著論文２の本文

の削除を求めることができる。 

他方，被告学会は，「電子図書館」の別紙ウェブサイト目録記載１のウェブ

サイト上に，被告ら共著論文２の「著作者」として，被告Ａ及び被告Ｂの氏名

（英字表記を含む。）を表示しているが，被告ら共著論文２の著作者は，あく

まで被告Ａ及び被告Ｂであって，原告ではないから，かかる著作者名の表示自

体が原告の氏名表示権を侵害するものであるとはいえない。また，その点を措

くとしても，同ウェブサイトから単に被告Ａらの氏名を削除しただけでは，そ

れによって原告の氏名が表示されて，氏名表示権の侵害状態が解消されること

にはならないのであるから，被告Ａらの氏名の削除を求める請求は，侵害の停

止とは無関係な行為を求めるものであって，著作権法１１２条１項に基づく請

求に当たらないというべきである。 

よって，別紙ウェブサイト目録記載１のウェブサイトからの被告Ａ及び被告

Ｂの氏名の削除を求める原告の請求は，いずれにせよ理由がない。 

 ８ 争点(2)キ（謝罪広告の要否）について 

原告は，被告Ａらによる同一性保持権及び氏名表示権の侵害に関して，著作

権法１１５条に基づく名誉回復措置として，謝罪広告の掲載を求めているとこ

ろ，前記３及び４のとおり，被告ら共著論文１（被告表現２のうち１０４頁の

部分）及び被告ら共著論文２（被告表現１の部分）による氏名表示権の侵害は

認めることができるが，その余の侵害は認めることができない。 

そして，この氏名表示権侵害を構成する被告ら共著論文１及び２における原

告論文の複製部分は，９頁から成る原告論文，それぞれ６頁から成る被告ら各

共著論文の中で，いずれも５００文字にも満たない記述にすぎないことに加え，

原告論文の性質，上記複製された部分における原告論文の創作性の程度，被告

ら各共著論文の性質とその公衆への提示の態様，被告ら共著論文１については
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その末尾に参考文献として原告論文の題名及び原告の氏名が表示されているこ

と，その他前記１(1)の認定事実を含む不法行為後の諸事情などに照らすと，被

告ら各共著論文による氏名表示権侵害が，原告に対する悪質な権利侵害である

とまではいえず，また，それによって，原告の社会的評価としての名誉及び声

望が大きく損なわれたものとも認めることができない。 

そうすると，本件において，上記氏名表示権侵害の不法行為について，被告

Ａらに対して，前記５及び６のとおりの損害賠償を命ずるほかに，原告の名誉

又は声望を回復するために謝罪広告の掲載を命ずるまでの必要性があるものと

はいえない。 

よって，謝罪広告についての原告の請求は理由がない。 

 ９ 争点(3)（Ｃ論文による著作権及び著作者人格権の侵害に基づく被告Ａの損害

賠償義務の有無及びその額）について 

 (1) 原告は，Ｃ論文と被告Ｂ論文がいずれも通信の融合及びそれに関する法の

在り方をテーマにしており，被告Ａの指導の下で執筆されたという点で共通

しているから，Ｃ論文も，原告各表現を用いて，原告の著作権（複製権又は

翻案権）及び著作者人格権（同一性保持権及び氏名表示権）を侵害している

ことが強く推認されるとして，Ｃ論文による著作権及び著作者人格権の侵害

が認められることを前提としつつ，被告Ａに対して，Ｃ論文が被告Ａの指導

の下で特別研究論文として執筆されたのであるから，被告ＡがＣとともに共

同不法行為責任を負うと主張する。 

 (2)ア しかし，まず，Ｃ論文と被告Ｂ論文がいずれも通信の融合及びそれに関

する法の在り方をテーマにしており，被告Ａの指導の下で執筆されたとい

う点で共通しているからＣ論文においても原告各表現が用いられていると

の原告の主張は，単なる憶測にすぎないというべきである。 

  イ また，仮にＣ論文において原告各表現が用いられているとしても，前記

２ないし４記載の説示と同様の理由により，原告はそもそも原告論文の著
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作権を有しないから著作権侵害の主張は失当であり，Ｃ論文が公表されて

いるとは認められないから氏名表示権侵害に当たるともいえず，同一性保

持権侵害の主張も前記３のとおり理由がない。 

ウ さらに，被告Ａの責任に関して検討すると，前記第２，２(1)イ及び(3)

の認定事実，証拠（略）並びに弁論の全趣旨によれば，本件大学院＊＊研

究科の専門職学位課程では，合否決定の審査に付される論文の作成（特別

研究）が必修科目とされており，同科目の６単位のほか，必修科目１４単

位及びその他の授業科目３２単位を含む合計５２単位を修得することで，

その課程を修了し，専門職学位を取得することができること（本件大学院

学則・２５条３項，２６条５項，３１条６項，３２条３項），本件大学院

においては，専門職学位課程の教育は，修士課程や博士課程と異なり，学

位論文の作成に対する指導は含まれておらず，必要な授業科目の授業によ

って行うこととされており（同・２１条１項，２項），特別研究で課され

る論文（特別研究論文）は，当該科目において，学生が取り組む特定の課

題研究に対する成績評価をするための手段の一つとされていること，Ｃは，

平成２３年３月までに，本件大学院＊＊研究科の専門職学位課程において

特別研究論文としてＣ論文を執筆し，Ｃの指導教授であった被告Ａは，主

査としてＣ論文を審査し，評価・採点したこと，Ｃは，これにより特別研

究を含む必要な単位を取得し，同月，同課程を修了して専門職学位を得た

ことが，それぞれ認められる。  

上記のとおり，Ｃ論文は，本件大学院知的財産研究科の専門職学位課程

における必修科目の課題としてＣが執筆したものであり，被告Ａは，そも

そもＣ論文を執筆した者ではなく，単にＣから提出されたＣ論文を主査と

して審査し，評価・採点したにすぎないのであるから，仮にＣ論文に第三

者の著作権又は著作者人格権を侵害する記述が含まれていたとしても，そ

れが被告Ａによる侵害行為であるということはできない。 
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    また，被告Ａは，本件大学院を設置・運営する被告学園との関係及び本

件大学院の学生であったＣとの関係では，Ｃの指導教授として，その課題

研究について適切な教授・指導を行い，また，必修科目の課題として提出

されたＣ論文を適切に審査し，評価する義務を負っていたとはいい得るも

のの，第三者との関係では，上記事実関係及び本件全証拠を斟酌しても，

被告Ａが，Ｃ論文によって第三者の著作権又は著作者人格権が侵害される

ことを阻止して，第三者の権利を保護すべき積極的な作為義務を負ってい

たと解すべき根拠を見出すことはできない。実際にも，本件大学院＊＊研

究科の毎年の定員は３０名である上，特別研究論文は，学生が年明け頃か

ら執筆し始めるにもかかわらず，その年の３月中には審査及び評価を完了

させて，単位取得及びそれに基づく課程の修了に至るべきものであること

（前記(1)）に照らしても，指導教授らが，学生が執筆して提出する全ての

特別研究論文に含まれる個々の表現について，それらが第三者の著作権等

を侵害するものでないか否かを逐一確認し，仮にそこに侵害に当たる可能

性のある表現があった場合にそれを指摘して是正させるということは，お

よそ容易になし得るものとは思われないから，指導教授らに，第三者に対

する関係でそのような過重な義務を負わせることは相当でない。 

   この点に関して原告は，本件大学院の教員は，特別研究の科目において，

学生に対し論文の執筆を通して指導を行う職務を担っていると主張するが，

そのような職務は，上記のとおり，本件大学院の教員としての学生及び被

告学園に対する義務であるとはいい得るものの，そこから直ちに，教員が，

第三者との関係で，学生による当該第三者の著作権等への侵害行為を防止

すべき作為義務を負うものと解することはできない。 

(3) 以上のとおり，いずれにしても，Ｃ論文に関して，被告Ａが著作権等侵害

に係る共同不法行為責任を負うものと認めることはできない。 

 １０ 争点(4)（学術論文を盗用・剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為の
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成否）について 

 (1) 原告は，被告Ａによる被告ら各共著論文の執筆・公表が，著作権等の侵害

に係る不法行為とは別に，一般不法行為（民法７０９条）に該当すると主張

する。 

   しかし，著作権法は，著作物の利用について，一定の範囲の者に対し，一

定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに，その独占的な権利と国民の

文化的生活の自由との調和を図る趣旨で，著作権の発生原因，内容，範囲，

消滅原因等を定め，独占的な権利の及ぶ範囲，限界を明らかにしているので

あるから，同法により保護される権利の範囲に含まれないものについては，

法的保護の対象とはならないものと解される。したがって，著作物を利用す

る行為について，著作権法に規律された著作物を独占的に利用する権利を侵

害するか否かが問われるのとは別に，著作者の権利を侵害し一般不法行為が

成立すると認められるのは，当該利用行為によって，著作権法の規律の対象

とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害する

などの特段の事情がある場合に限られるというべきである。 

 (2) この点に関して原告は，研究者が研究成果を学術論文としてまとめ，広く

第三者に公表することが憲法２３条の学問の自由の根幹をなす権利であるこ

と，研究者は，執筆した学術論文の内容により第三者からその能力，専門性

ないし業績を評価されること，学術論文を執筆するためには多大な時間と労

力を費やす必要があり，金銭的な支出も不可欠であることを挙げて，学術論

文の内容を他人に盗用・剽窃されないことが，著作権法とは別に，法的に保

護された利益であって，被告Ａが自ら調査・研究を行うことなく原告各表現

を盗用・剽窃し，原告の業績等にいわばフリーライドしたことにより，原告

の研究を妨害するとともに専門家の一人としての地位を不当に得ようとした

ことが，原告の上記利益を侵害する一般不法行為であると主張する。 

   しかし，研究者の執筆・公表した学術論文を第三者が複製等によって利用
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したからといって，それにより研究者の学問の自由が侵されるものとは認め

られないし，当該研究者の能力，専門性ないし業績に対する評価が低下する

ものとも解されない。 

    本件においては，それぞれ６頁から成る被告ら各共著論文において複製さ

れた原告論文の２箇所の記述は，いずれも９頁に及ぶ原告論文の中のわずか

数行の文章にすぎず，しかも，その内容も丁１文献を要約したものであるか，

英国著作権法の規定を解説したものであって，その表現の選択の幅は極めて

狭く，その限度でかろうじて作者の個性が表れているにすぎないものである

から，被告Ａが，これらの記述を利用することによって，原告の費やした時

間，労力及び金銭，あるいはそれらにより得られた原告の業績等にフリーラ

イドしたとか，専門家の一人としての地位を不当に得ようとしたなどと評価

することはできないというべきである。 

また，被告Ａが原告論文の一部を被告ら各共著論文において複製したこと

によって，原告の研究活動が妨害されたものとも認められない。 

  (3) 以上によれば，被告ら各共著論文の執筆・公表が著作権等とは別の原告の

法的利益を侵害し，それが一般不法行為に該当するとの原告の上記主張は採

用することができない。 

 １１ 争点(5)（被告学園の使用者責任の有無）について 

前記６，９及び１０のとおり，被告Ａは，被告ら各共著論文による氏名表示

権侵害についてのみ，被告Ｂと連帯して損害賠償義務を負うものと認められる

ところ，原告は，被告Ａによる被告ら各共著論文の執筆・公表が被告学園の事

業の執行について行われたものであるとして，被告学園がその使用者責任（民

法７１５条１項本文）を負うと主張する。 

しかし，被告ら各共著論文は，いずれも被告Ａ及び被告Ｂが共同で執筆して

発表したものであるが，それらはいずれも一般社団法人電子情報通信学会発行

の「信学技報」に，両被告の個人名で掲載されて公表されたものであって（前
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記第２，２(4)イ，ウ），本件大学院の研究・教育課程において発表されたもの

ではなく，本件大学院ないし被告学園の名義で公表されたものでもないのであ

るから，被告Ａが本件大学院の教員の職務として被告ら各共著論文を執筆し，

公表したものと認めることはできない。 

このほか，本件全証拠によっても，被告Ａによる被告ら各共著論文の執筆・

公表が被告学園の事業の執行に当たり，それについて被告学園が使用者責任を

負うと解すべき事情を認めるに足りる証拠はない。 

よって，被告学園の使用者責任に関する原告の上記主張は採用することがで

きず，原告の被告学園に対する損害賠償請求は理由がない。 

１２ 結論 

以上のとおり，原告の請求は，被告Ａ及び被告Ｂに対し，被告ら各共著論文

に係る氏名表示権侵害の不法行為に基づいて，２２万円の損害賠償金及びこれ

に対する年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め，被告学会に対し，

被告ら共著論文２に係る氏名表示権侵害について，著作権法１１２条１項に基

づき，別紙ウェブサイト目録記載２のウェブサイトからの被告ら共著論文２の

本文の削除を求める限度で理由があるが，その余はいずれも理由がない。 

よって，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第４０部 

 

裁判長裁判官    東 海 林       保 

 

裁判官    今   井   弘   晃 

 

裁判官    足   立   拓   人 
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当事者目録 

東京都国立市〈以下略〉 

原       告   Ｘ 

同訴訟代理人弁護士   弘   中   惇 一 郎 

同           弘   中   絵   里 

同           大   木       勇 

同           品   川       潤 

同           山   縣   敦   彦 

大阪市〈以下略〉 

被       告   Ａ 

    名古屋市〈以下略〉 

       被       告   Ｂ 

       両名訴訟代理人弁護士   辻   本   希 世 士 

       同           辻   本   良   知 

       同           松   田   さ と み 

    大阪市〈以下略〉 

       被       告   学 校 法 人 常 翔 学 園 

                   （以下「被告学園」という。） 

同訴訟代理人弁護士   俵       正   市 

同           小   川   洋   一 

    東京都千代田区〈以下略〉 

       被       告   一般社団法人情報処理学会 

                   （以下「被告学会」という。） 

同訴訟代理人弁護士   山   本   純   一 

同           村   松   宏   樹 
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論 文 目 録 

１ 表   題  通信と放送の融合に伴う著作権問題の研究 

  執 筆 者  Ｘ 

  発表年月日  平成１９年１２月 

  掲 載 媒 体  公益社団法人電気通信普及財団発行の研究調査報告書第２２号 

 

２ 表   題  通信・放送融合における著著作権問題－裁判例と各国の比較か

ら導く日本著作権法のあり方－ 

  執 筆 者  Ｂ，Ａ 

  発表年月日  平成２４年３月 

  掲 載 媒 体  一般社団法人電子情報通信学会発行の「信学技報」 

 

３ 表   題  ＩＰＴＶサービスにおける著作権問題－デジタル映像コンテン

ツの流通促進に向けて－ 

  執 筆 者  Ｂ，Ａ 

  発表年月日  平成２４年５月 

  掲 載 媒 体  ①一般社団法人電子情報通信学会発行の「信学技報」 

         ②一般社団法人情報処理学会発行のＣＤ－ＲＯＭ 

         ③同学会が運営するウェブサイト「電子図書館」 

 

４ 表   題  通信・放送融合の著作権問題について－裁判例と各国の比較か

ら導く日本の著作権法の有り方－ 

執 筆 者  Ｂ 

  発表年月日  平成２４年３月頃 
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著作物対照表 

 原告論文 被告ら共著論文 

表
現
１ 

【甲３の１・７５頁】 
IP マルチキャスト放送事業者が放送の同時
再送信を行う場合には，まず放送事業者の
再送信同意を得る必要がある（電気通信役
務利用放送法第 12 条）。 
（中略） 
まず，再送信同意の基本原則として，①編
成面及び技術面における「同一性保持」が
維持されていること，②放送事業者の放送
の意図としての地域姓の担保が可能である
ことが挙げられている。次に，具体的な技
術要件として，①地域限定性の確保（再送
信サービスのエリアが，当該地域で地上デ
ジタル放送を行っている地上放送事業者の
放送対象地域に限定することが可能である
こと等），②著作権の保護（地上デジタル
放送と同等のコンテンツ保護機能を有する
こと等），③同一性の確保（サービス･編成
の同一性が保たれること，地上デジタル放
送と同等の品質が保たれること，データ放
送の機能が地上デジタル放送と同等に確保
されること等）といった項目が挙げられて
いる。さらに，再送信同意の手続きについ
て，放送の再送信を希望する役務利用放送
事業者は，同意主体である地上放送事業者
から構成される審議機関に対し，所定の資
料を提出し，審議機関は，当該資料をもと
に再送信同意に関する判断を行うとされて
いる。 

【被告ら共著論文２，甲７・４～５頁】 
まず，電気通信役務利用放送法第 12 条に基づ
き，IP マルチキャスト放送事業者は放送事業者
の許諾を得る必要がある． 
また，この場合の許諾の基本原則として，①編
成面及び技術面における「同一性保持」が維持
されていること，②放送事業者の放送の意図と
しての地域姓の担保が可能であることが挙げら
れている．さらに，具体的な技術要件として，
①地域限定性の確保（再送信サービスのエリア
が，当該地域で地上デジタル放送を行っている
地上放送事業者の放送対象地域に限定すること
が可能であること等），②著作権の保護（地上
デジタル放送と同等のコンテンツ保護機能を有
すること等），③同一性の確保（サービス･編成
の同一性が保たれること，地上デジタル放送と
同等の品質が保たれること，データ放送の機能
が地上デジタル放送と同等に確保されること
等）といった項目が挙げられている．さらに，
再送信同意の手続きについて，放送の再送信を
希望する役務利用放送事業者は，同意主体であ
る地上放送事業者から構成される審議機関に対
し，所定の資料を提出し，審議機関は，当該資
料をもとに再送信同意に関する判断を行うとさ
れている． 

表
現
２ 

【甲３の１・７７頁】 
伝送路の多様化に対応した包括的規定を検
討する際には，英国著作権法が参考になる
ものと思われる。英国著作権法は，2003 年
の改正により，放送の定義に関する規定（第
6 条）を改め「有線番組サービス（cable p
rogramme service）」を「放送」の概念の
中に含めることとした。つまり，放送と有
線放送の区別を廃し，両者を「放送」とい
う概念に統合している。また，第 6 条の中
にインターネット送信に関する項目である
(1A)が盛り込まれたため，インターネット
送信のうち第 6 条(1A)に規定されている
(a)，(b)，(c)に当てはまるものだけが「放
送」に該当し，それ以外のインターネット
送信は「放送」ではないとされている（下
記条文参照）。 

【被告ら共著論文１，甲６】 
【１０５頁】 
「伝送路の多様化に対応した包括的規定を検討
する際には，英国著作権法が参考になるものと
思われる。英国著作権法は，2003 年の改正によ
り，放送の定義に関する規定（第 6 条）を改め
「有線番組サービス（cable programmed servi
ce）を「放送」の概念に含める。」こととした。
つまり，放送と有線放送の区別を廃し，両者を
「放送」という概念に統合するとなっている。 
【１０４頁】 
イギリス著作権法での「放送」の扱いは，2003
年の改正により，放送の定義に関する規定（第
6 条）を改め「有線番組サービス（cable progr
am service）」を「放送」の概念の中に含める
こととし，放送と有線放送の区別を廃し，両者
を「放送」という概念に統合している。また，
第 6 条中にインターネット送信に関する項目の
(1A)が盛り込まれた為，インターネット送信の
うち第 6 条(1A)に規定している(a)，(b)，(c)
に当てはまるものだけが「放送」に該当し，有
線放送や IP マルチキャスト放送であっても「放
送」と位置付けされている。 

 


